
児
童
館

図
書
館

Ｂ
＆
Ｇ
海
洋
セ
ン
タ
ー

保
健
セ
ン
タ
ー

募
集
し
ま
す

お
知
ら
せ

休業日 老人福祉センター　1（92）１２０５
３月６・12・13・20・21・26・27 ４月３・9・10・17・23・24・29

おしながき

白岡町役場 1（92）1111

不
正
防
止
の
た
め
、
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
せ
先

住
民
課
住
民
係

内
線
１
３
７

平
成
18
年
度
は
、
３
年
に
一

度
の
評
価
替
え
の
年
度
に
当
た

り
ま
す
。

「
縦
覧
」

内
容
　
納
税
者
の
か
た
が
所
有

し
て
い
る
土
地
・
家
屋
と
町
内

の
他
の
土
地
･
家
屋
と
の
価
格

比
較
が
で
き
る
土
地
（
家
屋
）

価
格
等
縦
覧
帳
簿
を
ご
覧
い
た

だ
け
ま
す
。

縦
覧
で
き
る
か
た

固
定
資
産

税
納
税
者

期
間

４
月
３
日
∑
〜
５
月
31

日
π

午
前
８
時
30
分
〜
午
後

５
時
15
分
（
土
日
・
祝
日
を
除

く
）「

閲
覧
」

内
容
　
所
有
し
て
い
る
ま
た
は

賃
借
権
等
の
あ
る
固
定
資
産
の

課
税
台
帳
を
ご
覧
い
た
だ
け
ま

す
。

閲
覧
で
き
る
か
た

固
定
資
産

税
納
税
義
務
者
及
び
賃
借
権
等

の
権
利
を
有
す
る
か
た
（
賃
借

権
等
の
権
利
を
有
す
る
か
た
の

閲
覧
は
、
権
利
対
象
資
産
の
み

で
、
契
約
書
等
の
権
利
を
証
す

る
書
類
の
提
示
が
必
要
で
す
）

期
間

４
月
３
日
∑
か
ら
年
間

を
通
じ
て
閲
覧
で
き
ま
す
。

＊
納
税
義
務
者
の
か
た
の
縦
覧

期
間
中
の
閲
覧
は
無
料
で
す

が
、
そ
れ
以
外
の
閲
覧
は
有

料
と
な
り
ま
す
。

＊
縦
覧
・
閲
覧
の
際
は
、
ご
覧

に
な
る
か
た
の
本
人
確
認
の

た
め
、
運
転
免
許
証
な
ど
の

提
示
を
お
願
い
し
ま
す
。
ま

た
、
代
理
人
の
か
た
が
ご
覧

に
な
る
場
合
は
、
併
せ
て
委

任
状
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

縦
覧
･
閲
覧
場
所
及
び
問
合
せ

先

税
務
課
資
産
税
係

内
線
１
２
１
〜
１
２
３

在
宅
重
度
心
身
障
害
者
手
当

（
以
下
「
在
宅
手
当
」
と
い
う
。）

は
、
在
宅
の
重
度
心
身
障
害
者

に
対
し
て
経
済
的
・
精
神
的
負

担
を
軽
減
す
る
た
め
に
支
給
さ

れ
る
も
の
で
す
。

今
般
、
埼
玉
県
の
補
助
制
度

の
改
正
に
合
わ
せ
、
当
町
に
お

い
て
も
、
４
月
か
ら
在
宅
手
当

の
受
給
資
格
に
所
得
制
限
等
を

設
け
る
こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
。

改
正
の
内
容

①
障
害
者
ご
本
人
に
市
町
村
民

税
が
課
税
さ
れ
て
い
る
場
合

に
は
、
在
宅
手
当
の
支
給
が

停
止
さ
れ
ま
す
。

※
非
課
税
に
な
っ
た
場
合
に
は
、

支
給
が
再
開
さ
れ
ま
す
。

②
特
別
障
害
者
手
当
、
障
害
児

福
祉
手
当
及
び
経
過
措
置
に

よ
る
福
祉
手
当
の
受
給
中
の

か
た
に
対
し
て
の
支
給
が
停

止
さ
れ
ま
す
。

所
得
の
確
認
に
つ
い
て

現
在
、
在
宅
手
当
を
受
給
さ

れ
て
い
る
か
た
は
、
所
得
確
認

の
た
め
の
「
承
諾
書
」
ま
た

は
「
所
得
状
況
届
」
を
提
出
し

て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
手
続
き
は
、
毎
年
、
前

年
の
所
得
に
よ
る
市
町
村
民
税

課
税
状
況
を
調
査
し
、
在
宅
手

当
を
引
き
続
き
受
け
る
要
件
が

あ
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
た

め
の
も
の
で
す
。
期
限
内
の
提

出
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

提
出
期
限

３
月
10
日
ª

※
承
諾
書
等
の
提
出
が
遅
れ
る

と
、
４
月
分
以
降
の
手
当
の

支
給
が
受
け
ら
れ
な
い
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

提
出
・
問
合
せ
先

福
祉
課
障

害
者
福
祉
係

内
線
１
６
３
・
１
６
４

保
健
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー

（
は
ぴ
す
し
ら
お
か
）
内
に
あ

る
７
つ
の
会
議
室
と
調
理
実
習

室
を
保
健
福
祉
関
係
団
体
と
一

般
の
か
た
な
ど
に
貸
し
出
し
ま

す
。会

議
室
の
使
用
は
午
前
９
時

か
ら
午
後
９
時
ま
で
の
間
で
１

時
間
単
位
で
貸
し
出
し
し
ま
す
。

利
用
料
金

申
込
み
方
法

利
用
日
の
２
か

月
前
か
ら
受
け
付
け
ま
す
。

問
合
せ
先

福
祉
課
社
会
福
祉
係

内
線
１
６
８

家
庭
か
ら
排
出
さ
れ
る
生
ご

み
の
減
量
化
を
図
る
た
め
に
、

生
ご
み
処
理
容
器
を
購
入
し
た

か
た
に
購
入
費
の
一
部
を
助
成

し
て
お
り
ま
し
た
が
、
本
事
業

は
平
成
17
年
度
を
も
っ
て
終
了

と
な
り
ま
す
。

問
合
せ
先

生
活
環
境
課
環
境

衛
生
係
　
　
　
　
内
線
１
５
４

町
で
は
、
心
身
に
重
度
の
障

害
の
あ
る
か
た
が
気
軽
に
外
出

で
き
る
よ
う
に
タ
ク
シ
ー
券
・

ガ
ソ
リ
ン
券
の
交
付
を
し
て
い

ま
す
。

交
付
内
容

利
用
券
１
枚
に
つ
き
６
６
０

円
の
割
引
を
受
け
ら
れ
る
制
度

で
す
。
年
間
交
付
枚
数
は
最
大

24
枚
で
す
。
タ
ク
シ
ー
券
か
ガ

ソ
リ
ン
券
の
ど
ち
ら
か
一
方
を

選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

利
用
で
き
る
か
た
は

①
身
体
障
害
者
手
帳
（
あ
か
い

手
帳
）
の
１
、
２
、
３
級
を

お
持
ち
の
か
た

②
療
育
手
帳
（
み
ど
り
の
手
帳
）

の
¿
、
Ａ
、
Ｂ
を
お
持
ち
の

か
た

③
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

（
み
ず
い
ろ
の
手
帳
）
の
１
、

２
級
を
お
持
ち
の
か
た

ど
ん
な
と
き
に
使
え
る
の

〈
タ
ク
シ
ー
券
〉

埼
玉
県
内
に
営
業
所
の
あ
る

タ
ク
シ
ー
会
社
及
び
個
人
タ
ク

シ
ー
を
利
用
す
る
と
き

〈
ガ
ソ
リ
ン
券
〉

町
内
に
あ
る
指
定
の
ガ
ソ
リ

ン
ス
タ
ン
ド
で
給
油
す
る
と
き

申
請
に
必
要
な
も
の
は

○
各
種
障
害
者
手
帳

受
付
日

３
月
28
日
∏
、

29
日
π

受
付
時
間
　
午
前
の
部
…
午
前

９
時
〜
正
午
。
午
後
の
部
…
午

後
２
時
〜
午
後
４
時
30
分

受
付
場
所
　
庁
舎
１
階
会
議
室

１
０
１

※
都
合
が
つ
か
な
い
か
た
は
、

30
日
∫
以
降
に
福
祉
課
窓
口
で

交
付
い
た
し
ま
す
。

問
合
せ
先

福
祉
課
障
害
者
福
祉
係

内
線
１
６
３
・
１
６
４

町
で
は
、
社
会
体
育
の
普
及
、

振
興
を
図
る
た
め
に
、
ス
ポ
ー

ツ
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
活
動

の
場
と
し
て
、
学
校
教
育
に
支

障
の
な
い
範
囲
で
、
所
管
の
小

学
校
及
び
中
学
校
の
体
育
館
、

運
動
場
を
開
放
し
て
い
ま
す
。

学
校
体
育
施
設
を
利
用
し
た
い

19 2006. 3しらおか�しらおか�
広報広報�広報�

平
成
18
年
度
の
タ
ク

シ
ー
券
・
ガ
ソ
リ
ン

券
を
交
付
し
ま
す

「
は
ぴ
す
し
ら
お
か
」

を
ご
利
用
く
だ
さ
い

在
宅
重
度
心
身
障
害

者
手
当
制
度
が
一
部

改
正
さ
れ
ま
す

白
岡
町
生
ご
み
処
理

容
器
購
入
費
補
助
事

業
が
終
了
し
ま
す

�

会
議
室
１
・
２
　
　  

３
０
０
円�

会
議
室
３
・
４
・
５  

４
０
０
円�

会
議
室
６
・
７
　
　  

３
０
０
円�

調
理
実
習
室
　
　
　  

５
０
０
円�

施
設
名�

１
時
間�

学
校
体
育
施
設
利
用

団
体
及
び
夜
間
照
明

施
設
使
用
団
体
登
録

手
続
き
の
お
知
ら
せ

平
成
18
年
度
固
定
資

産
税
に
か
か
る

縦
覧
・
閲
覧
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休業日 総合運動公園　1（93）３４２６
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23

日
本
赤
十
字
社
埼
玉
県
支

部
　
救
急
法
係

@
０
４
８（
８
２
９
）２
６
８
１

野
菜
作
り
の
失
敗
あ
れ
こ
れ

内
容
　
失
敗
し
た
事
例
を
あ
げ

て
、
原
因
と
対
策
を
考
え
る
。

日
時
　
３
月
22
日
π

午
後
１
時
30
分
〜
３
時

会
場

埼
玉
県
農
林
総
合
研
究

セ
ン
タ
ー
園
芸
研
究
所
（
旧
園

芸
試
験
場
）

定
員
　
50
名
（
申
込
順
）

申
込
み
方
法

電
話
ま
た
は
、

直
接
園
芸
研
究
所
ま
で
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。（
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
の

申
込
み
は
不
可
）

受
付
時
間

午
前
９
時
〜
午
後

５
時

申
込
み
・
問
合
せ
先

３
月
15

日
π
か
ら
埼
玉
県
農
林
総
合
研

究
セ
ン
タ
ー
園
芸
研
究
所
へ

@
（
21
）
１
１
１
３

今
年
も
小
学
生
高
学
年
（
５

年
生
以
上
）、中
学
生
・
一
般
の

か
た
（
初
心
者
歓
迎
）
を
対
象

に
ソ
フ
ト
テ
ニ
ス
教
室
を
開
催

し
ま
す
。

日
時
　
①
第
１
ク
ー
ル
４
月
〜

７
月
②
第
２
ク
ー
ル
９
月
〜
11

月
予
定
　
第
１
〜
第
４
土
曜
日

午
前
９
時
〜
11
時
ま
た
は
正
午

（
第
２
ク
ー
ル
の
日
程
は
未
定
）

場
所
　
総
合
運
動
公
園
ク
レ
イ

テ
ニ
ス
コ
ー
ト

費
用

１
人
　
３
０
０
０
円

（
第
１
・
第
２
ク
ー
ル
併
せ
て
）

対
象
　
小
学
校
５
年
生
以
上
・

中
学
生
・
一
般
（
年
齢
、
経
験

不
問
）

申
込
み
・
問
合
せ
先

白
岡
町
ソ
フ
ト
テ
ニ
ス
連
盟

久
保
　
@
（
92
）
１
９
６
５

鈴
木
　
@
（
92
）
０
９
７
７

＊
運
動
の
で
き
る
服
装
・
テ
ニ

ス
シ
ュ
ー
ズ
着
用
で
お
越
し
く

だ
さ
い
。（
Ｇ
パ
ン
・
ス
カ
ー
ト

は
不
可
）

＊
併
せ
て
平
成
18
年
度
会
員
も

募
集
し
ま
す
。（
入
会
金
２
０
０

０
円
・
年
会
費
５
０
０
０
円
）

詳
細
は
事
務
局
（
久
保
）
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

採
用
年
月
日

６
月
１
日
∫

採
用
職
種

一
般
事
務
及
び
協

会
の
運
営
全
般

採
用
人
員

１
名

年
齢

22
歳
か
ら
35
歳
位
ま
で

資
格
等

パ
ソ
コ
ン
操
作
に
習

熟
し
て
い
る
か
た
（
ワ
ー
ド
・

エ
ク
セ
ル
必
須
）
・
普
通
自
動

車
免
許
要

受
験
申
込
書
等
の
配
布

３
月
15
日
か
ら
当
協
会
ま
た

は
町
商
工
課
で
配
布
し
ま
す
。

受
験
申
込
み
　
４
月
３
日
∑
か

ら
13
日
∫
ま
で

第
一
次
試
験

４
月
21
日
ª

商
工
会
館
会
議
室

問
合
せ
先

白
岡
町
観
光
協
会

@
（
92
）
８
１
５
１

町
商
工
課内

線
２
８
２
・
２
８
３

近
年
、
第
三
者
が
本
人
に
な

り
す
ま
し
、
本
人
に
無
断
で
転

入
や
転
出
届
を
行
う
な
ど
、
悪

質
な
犯
罪
事
件
が
増
加
し
て
い

ま
す
。

町
で
は
、
こ
う
し
た
事
件
を

未
然
に
防
ぐ
た
め
、
平
成
15
年

２
月
か
ら
、
運
転
免
許
証
等
に

よ
る
本
人
確
認
に
ご
協
力
い
た

だ
い
て
お
り
ま
し
た
が
、
昨
年

10
月
か
ら
は
、
国
の
通
知
に
よ

り
全
国
的
に
本
人
確
認
が
義
務

づ
け
ら
れ
ま
し
た
。

届
出
の
際
は
、
官
公
庁
発
行

の
顔
写
真
付
き
の
身
分
証
明
書

（
運
転
免
許
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
、

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
な
ど
）

を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

な
お
、
官
公
庁
発
行
の
顔
写

真
付
き
の
身
分
証
明
書
以
外
で

も
届
出
は
で
き
ま
す
が
、
後
日

「
住
民
異
動
届
受
理
通
知
」
を

お
送
り
し
ま
す
。

20歳から60歳になるまでの40年間は厚生年金
等に加入しているかたを含めて全員が国民年金
に加入することになっています。この長い間に
は結婚や就職等、さまざまな人生の節目があり
ます。そこで、忘れてはいけないのは、その都
度年金の届出をすることです。届出の遅れが２
年を過ぎた場合、その２年を過ぎた期間の保険
料は納めることができず、未納となってしまい
ますので次のようなときは必ず届出をしてくだ
さい。
・20歳になったとき
・就職したとき
・退職したとき
・結婚したとき（第２号被保険者の扶養になっ
たとき）

・離婚したとき
・第３号被保険者の配偶者が退職または転職し
たとき

・第２号被保険者の扶養からはずれたとき
（年金の届出の際は年金手帳が必要です）
届出忘れや納め忘れで年金が受けられなくな

らないよう、自分の年金は自分で守りましょう。

Ｑ　月の途中で会社を退職しましたが、来月か
ら次の就職先も決まっています。その間も国
民年金に加入しなければなりませんか？

Ａ 日本に住む20歳以上60歳未満のかたは、必
ず何らかの公的年金制度（国民年金・厚生年
金保険・共済組合）に加入することになって
います。
次の就職（厚生年金への加入）までに退職

日から１日でも間がある場合は、国民年金の
加入手続きが必要です。また、同月内に再就
職した場合は、国民年金保険料を納める必要
はありませんが、月変わりで再就職した場合
は、退職月の国民年金保険料を納めなければ
なりません。
年金には空白期間というものがありません

ので、速やかに役場で手続きをすることが必
要です。

問合せ先
春日部社会保険事務所 @048（737）7111
役場保険年金課国民年金係 内線143・144

第１号被保険者�

第２号被保険者�

第３号被保険者�

自営業、農業、無職、学生�
など�

国民年金の区分�

厚生年金保険や共済組合の�
加入者（会社員、公務員）�

第２号被保険者に扶養され�
ている配偶者�

住
民
異
動
届
（
転
入
届
、

転
居
届
、
転
出
届
、
世

帯
変
更
届
）
を
提
出
す

る
際
の
本
人
確
認
に
ご

協
力
く
だ
さ
い

お
知
ら
せ

白
岡
町
観
光
協
会職

員

ソ
フ
ト
テ
ニ
ス
教
室

の
開
催
及
び
会
員

園
芸
教
室

年金Q&A

人生の節目には
国民年金の種別変更届を
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